
静岡市議会基本条例 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 市議会及び市議会議員（第３条－第５条） 

 第３章 市民と市議会（第６条－第８条） 

 第４章 市長等と市議会（第９条－第11条） 

 第５章 議会運営（第12条－第14条） 

 第６章 市議会体制（第15条－第17条） 

 第７章 雑則（第18条・第19条） 

 附則 

 静岡市議会は、地方自治制度における二元代表制の下、議員の合議体である議会が担う

役割と責任がますます増大する時代にあって、市の執行機関への監視機能及び政策形成機

能を効果的かつ効率的に果たすとともに、市民に開かれた議会の実現に向けて、議会改革

を実行してきたところである。 

 しかしながら、著しく変化する社会、経済情勢においては、議会の基本的な理念、議会

及び議員の活動方針並びに市民と議会、市の執行機関と議会との関係等を明らかにし、そ

の役割及び責務を十分に果たし、市民の負託に全力で応えるため、市民との協働により、

更に市民に開かれた議会へと変革し続けることが求められている。 

 そこで、静岡市議会は、このような時代の要請を重く受け止め、議員一人ひとりが、住

民に選ばれた代表者として公正かつ誠実に行動し、常に議会のあり方を見極め、「市民が

心から愛し、誇りに思う静岡」を後世に引き継ぎ、また、大規模地震等の災害対応につい

ては、議会として迅速かつ的確に行動し、もって、市民福祉の向上及び本市の発展に寄与

することを決意し、この条例を制定する。 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、市議会に関する基本的事項を定め、市議会がその役割及び責務を果

たすことにより、市民に開かれた市議会の実現を図り、もって市民福祉の向上及び市の発

展に寄与することを目的とする。 

 （基本理念） 

第２条 市議会は、市の唯一の議決機関、市の執行機関に対する監視機関並びに政策立案



及び政策提言をする機能を有する機関として、市民の意見を市政に反映させるため、公正

な議論を尽くし、地方自治の本旨の実現を目指すものとする。 

   第２章 市議会及び市議会議員 

 （市議会の活動原則） 

第３条 市議会は、静岡市自治基本条例（平成17年静岡市条例第１号）第17条に規定する

市議会の役割及び責務を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。 

（１）充実した審議及び討論を行うこと。 

（２）議会運営における公正性の確保及び透明性の向上を図ること。 

（３）市民への説明責任を果たすこと。 

（４）不断の議会改革に取り組むこと。 

 （市議会議員の活動原則） 

第４条 市議会議員は、静岡市自治基本条例第18条に規定する市議会議員の役割及び責務

を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。 

（１）市民の意見の的確な把握に努めること。 

（２）政策立案及び政策提言に必要な調査研究を行うこと。 

（３）自らの議会活動を市民にわかりやすく説明すること。 

（４）自らの資質の向上に努めること。 

 （会派） 

第５条 市議会議員は、議会活動を円滑に行うため、会派を結成することができる。 

２ 会派は、所属の市議会議員の活動を支援するとともに、政策立案及び政策提言のため

に調査研究を行い、必要に応じて会派間の調整に努めるものとする。 

   第３章 市民と市議会 

 （市民との関係） 

第６条 市議会は、市民との協働による開かれた市議会の実現に努めるものとする。 

２ 市議会は、市民の意見及び知見を審議等に反映させるため、公聴会及び参考人の制度

の活用に努めるものとする。 

３ 市議会は、請願及び陳情の審査に当たっては、その趣旨を理解するために、当該請願

者又は陳情者の意見を聴く機会を設けるものとする。 

４ 市議会は、市民の意見を把握し、議会活動に反映させるため、市民との意見交換の場

を設けるものとする。 

 （広報の充実） 



第７条 市議会は、市議会に対する市民の関心を高めるため、多様な手段を活用すること

により、議会活動に関する広報の充実に努めるものとする。 

 （会議等の公開） 

第８条 市議会は、市議会の会議、委員会及び議案の審査又は議会の運営に関し協議又は

調整を行うための場（第14条において「会議等」という。）を原則公開するものとする。 

２ 市議会は、議会活動に関する資料を積極的に公開するよう努めるものとする。 

   第４章 市長等と市議会 

 （市長等との関係） 

第９条 市議会は、二元代表制の下、市長その他の執行機関（以下「市長等」という。）

と緊張ある関係を保持しながら、議決機関としての役割を果たしていくものとする。 

 （資料の要求） 

第10条 市議会は、市長等に対し、審議等に必要な資料の提供を求めることができる。 

 （議決事件） 

第11条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第２項の規定に基づく議会の議決すべ

き事件については、別に条例で定める。 

   第５章 議会運営 

 （議会運営） 

第12条 市議会は、公正性を確保し、かつ、透明性の向上を図るとともに、市民に開かれ

た議会運営に努めるものとする。 

２ 市議会は、議長及び副議長の選出について、その過程を明らかにするものとする。 

 （委員会活動） 

第13条 委員会は、市政の課題に対応して機動的に開催し、その機能を十分に発揮するよ

う運営するものとする。 

２ 委員会は、特定の地域の住民に関係が深い事案又は当該住民の関心の高い事案につい

て審査しようとするときその他必要があると認めるときは、当該地域において委員会を開

催することができる。 

 （質問又は質疑等） 

第14条 市議会議員は、会議等において質問又は質疑（以下この条において「質問等」と

いう。）を行うに当たっては、当該質問等の論点を明確にするとともに、市民に分かりや

すい方法で行うものとする。 

２ 市長等は、会議等における質問等に対して、議長又は委員長の許可を得て、答弁に必



要な範囲内で当該質問等の趣旨を確認するための発言をすることができる。 

   第６章 市議会体制 

 （市議会の機能の強化） 

第15条 市議会は、市長等の事務の執行に係る監視及び評価並びに政策立案及び政策提言

に関する市議会の機能の強化に努めるものとする。 

 （議会改革の推進） 

第16条 市議会は、議会改革を推進するとともに、市議会の活性化を図るため、議長が必

要と認めるときは、市議会議員で組織する議会改革推進会議を設置することができる。 

 （議会事務局等） 

第17条 市議会は、市議会の機能の充実を図るため、議会事務局の機能の強化及び組織体

制の整備に努めるものとする。 

２ 市議会は、市議会議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとす

る。 

   第７章 雑則 

 （他の条例等との関係） 

第18条 この条例は、市議会に関する基本的事項を定める条例であり、市議会に関する他

の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。 

 （条例の見直し） 

第19条 市議会は、社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じてこの条例の見直しを行うも

のとする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


